
１時間未満の端数は30分以上を切り上げ、30
分未満を切り下げます。

事業所に異動となった者も含まれます。
今月から給与の算定を受けないこと
になった者も含まれます。

翌月の調査票では、この人数が５（1）
の欄に入ります。






